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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 当社は 2021 年 10 月 21 日(日本時間)、米国において当社に対する訴訟(以下｢本訴訟｣とい

います。)が提起されたことを把握いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 訴訟が提起された日 

（１） 米国において訴訟が提起された日 

2021年３月４日(米国時間) 

 

（２） 当社が本訴訟に係る訴状を受領した日 

2021年 10月 21日(日本時間)  

 なお、上記（１）記載の訴訟提起日から一定期間が経過しているのは、本

訴訟に係る訴状の送達に時間を要したためです。 

 

２ 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

 2020 年７月３日付｢連結子会社の連邦倒産法第７章の申請に関するお知らせ｣のとお

り、当社の連結子会社であった Kuni’s Corporation（本社：米国・デラウェア州。以下

｢KC 社｣といいます。）が同日付けで米国連邦倒産法第７章に基づく破産の申立を行っ

たことに伴い、KC 社がその雇用する従業員を解雇したところ、当該解雇に係る経緯に

不満を持った元従業員から、当社を被告として本訴訟が提起されるに至りました。 
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３ 原告の概要 

名称  ： 個人 

所在地 ： 米国ニューヨーク州 

 

４ 訴訟の内容 

 原告は当社に対し、上記解雇の違法性や解雇の経緯を巡ってハラスメント等の主張

も併せてされており、これらの事情に基づき損害賠償等を請求しておりますが、訴状

においては請求金額を明らかにしておりません。 

 

５ 今後の対応 

 当社としては、本訴訟における原告の主張は当を得ないものであると考えております

が、引き続き訴状その他の関連資料を精査し、適切に対応してまいります。なお、現時

点において、本訴訟が当社の業績に与える影響は軽微であると思料しております。 

 

以 上 


